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助

成

業

務

補
助
事
業

　

私
立
大
学
等
に
対
し
て
補
助
金
の
交
付

を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

私
立
の
大
学
、
短
期
大
学
及
び
高
等
専
門

学
校
の
健
全
な
発
達
に
資
す
る
た
め
、
国
か

ら
私
立
大
学
等
経
常
費
補
助
金
の
交
付
を
受

け
、
こ
れ
を
財
源
と
し
て
大
学
等
を
設
置
し

て
い
る
学
校
法
人
に
補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

　

平
成
28
年
度
は
、
東
日
本
大
震
災
か
ら
の

復
興
支
援
分
（
17
億
６
１
６
６
万
円
）
を
含

む
３
１
７
０
億
１
１
６
６
万
円
を
国
か
ら
受

け
入
れ
、
同
額
を
交
付
す
る
予
定
で
す
。

貸
付
事
業

　

学
校
法
人
等
に
対
し
て
固
定
金
利
で
長

期
の
融
資
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

学
校
法
人
、
準
学
校
法
人
等
に
対
し
て
、

そ
の
設
置
す
る
私
立
学
校
の
校
地
・
校
舎
等

の
施
設
設
備
の
整
備
に
要
す
る
資
金
、
そ
の

他
経
営
に
必
要
な
資
金
に
つ
い
て
固
定
金
利

で
長
期
の
融
資
を
行
い
ま
す
。

　

28
年
度
の
貸
付
事
業
計
画
額
は
、
７
０
０

億
円
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

貸
付
財
源
は
、
財
政
融
資
資
金
４
１
７
億

円
、
自
己
調
達
資
金
２
８
３
億
円
（
う
ち
、

共
済
業
務
に
か
か
る
厚
生
年
金
勘
定
か
ら
の

借
り
入
れ
２
３
２
億
円
）
を
予
定
し
て
い
ま

す
。

　

な
お
、
私
立
学
校
施
設
の
耐
震
化
等
防
災

安
全
機
能
強
化
に
か
か
る
耐
震
改
築
及
び
改

修
工
事
等
の
融
資
は
、
国
の
利
子
助
成
制
度

の
対
象
に
な
り
ま
す
。

受
配
者
指
定
寄
付
金
事
業

　

受
配
者
指
定
寄
付
金
の
受
け
入
れ
と
配

付
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

私
立
学
校
の
教
育
と
研
究
の
振
興
の
た
め

に
企
業
等
か
ら
寄
付
金
を
受
け
入
れ
、
こ
れ

を
寄
付
者
が
指
定
し
た
学
校
法
人
に
配
付
し

ま
す
。
こ
の
寄
付
金
は
所
得
税
、
法
人
税
に

つ
い
て
税
法
上
の
優
遇
措
置
（
昭
和
40
年
大

蔵
省
告
示
第
１
５
４
号
）が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

28
年
度
は
、
受
入
計
画
額
１
４
０
億
円
に

対
し
、
同
額
を
配
付
す
る
予
定
で
す
。

学
術
研
究
振
興
基
金
事
業

　

学
術
研
究
振
興
基
金
へ
の
寄
付
金
の
受

け
入
れ
と
学
術
研
究
振
興
資
金
の
交
付
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　

私
立
学
校
の
学
術
研
究
に
直
接
必
要
な
資

金
を
交
付
す
る
た
め
、
学
術
研
究
振
興
基
金

に
広
く
一
般
か
ら
寄
付
金
を
受
け
入
れ
、
そ

平
成
28
年
度

私
学
事
業
団
の
事
業
計
画
と
予
算

の
基
金
を
運
用
し
、
運
用
益
を
学
術
研
究
振

興
資
金
と
し
て
学
術
研
究
の
た
め
の
設
備
の

取
得
費
、
維
持
費
そ
の
他
研
究
に
要
す
る
経

費
に
対
し
て
交
付
し
ま
す
。

　

こ
の
寄
付
金
は
、
所
得
税
、
法
人
税
に
つ

い
て
税
法
上
の
優
遇
措
置
（
特
定
公
益
増
進

法
人
の
措
置
）
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

28
年
度
は
、
学
術
研
究
振
興
基
金
の
受
入

計
画
額
５
０
０
万
円
、
学
術
研
究
振
興
資
金

の
交
付
計
画
額
１
億
円
と
し
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
前
年
度
末
に
お
け
る
学
術
研
究
振

興
基
金
の
保
有
額
は
、
54
億
９
７
５
万
円
で

す
。経

営
支
援
・
情
報
提
供
事
業

　

学
校
法
人
自
身
が
経
営
上
の
問
題
点
を

早
期
発
見
す
る
た
め
の
方
策
の
提
案
や
、

自
ら
行
う
経
営
改
善
に
向
け
た
取
り
組
み

に
対
し
て
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
私
立
学
校
の
教
育
条
件
及
び
経

営
に
関
す
る
情
報
を
収
集
・
蓄
積
し
、
私

立
学
校
等
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
て
必
要
な
情

報
を
迅
速
に
提
供
し
て
い
ま
す
。

１�　

学
校
法
人
の
経
営
状
態
に
つ
い
て
、
経

営
判
断
指
標
等
に
よ
り
定
期
的
に
モ
ニ
タ

リ
ン
グ
を
行
う
と
と
も
に
、
経
営
相
談
、

講
師
派
遣
、
面
談
、
電
話
な
ど
様
々
な
手

段
を
活
用
し
て
学
校
法
人
か
ら
の
相
談
や

質
問
に
対
応
し
、
事
例
の
紹
介
、
経
営
改

善
方
策
の
提
案
等
を
積
極
的
に
行
い
ま

す
。
ま
た
、
相
談
の
内
容
が
専
門
的
知
見

を
要
す
る
場
合
に
は
、
公
認
会
計
士
・
弁

護
士
・
社
会
保
険
労
務
士
等
の
外
部
有
識

者
の
助
力
を
得
て
対
応
し
ま
す
。

２�　

経
営
上
の
問
題
点
を
発
見
す
る
た
め
の

自
己
診
断
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
の
見
直
し
と

充
実
を
図
り
ま
す
。

３�　

基
礎
調
査
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
及
び
経

営
改
善
事
例
の
蓄
積
等
を
行
い
、
私
立
学

校
の
教
育
情
報
や
教
育
条
件
及
び
経
営
に

関
す
る
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
充
実
を
図

り
ま
す
。
ま
た
、
本
事
業
団
主
催
の
セ
ミ

ナ
ー
等
に
お
い
て
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
利

用
し
た
「
私
学
情
報
提
供
シ
ス
テ
ム
」
を

説
明
し
、
利
用
の
促
進
を
図
り
ま
す
。

４�　

収
集
し
た
情
報
や
調
査
結
果
を
研
究
・

分
析
し
、
そ
の
結
果
を
本
事
業
団
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
等
に
掲
載
し
ま
す
。
ま
た
、
こ
れ

ら
に
関
す
る
セ
ミ
ナ
ー
等
を
実
施
し
、
学

校
法
人
等
に
対
し
積
極
的
に
情
報
提
供
を

行
い
ま
す
。

　

①�　

大
学
・
短
期
大
学
の
リ
ー
ダ
ー
を
対

象
に
、
経
営
面
・
教
学
面
の
知
識
を
深

め
、
大
学
の
魅
力
向
上
の
た
め
の
改
革

に
向
け
た
意
欲
形
成
を
図
る
セ
ミ
ナ
ー

を
実
施
し
ま
す
。

　

②�　

大
学
等
の
若
手
職
員
を
対
象
に
、
人

材
養
成
を
目
的
と
し
た
セ
ミ
ナ
ー
を
実

施
し
ま
す
。

　

③�　

学
校
法
人
の
経
営
改
善
に
資
す
る
た

め
、『
今
日
の
私
学
財
政
』
を
刊
行
し

ま
す
。
ま
た
、「
私
立
大
学
・
短
期
大

学
等
入
学
志
願
動
向
」
を
本
事
業
団

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
公
表
し
ま
す
。
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共

済

業

務

私
学
共
済
制
度
の
構
成
員
と
標
準
報
酬
等

　

28
年
度
の
共
済
業
務
に
お
け
る
各
事
業
の

基
礎
と
な
る
構
成
員
は
、表
中
①
の
と
お
り
、

総
計
１
３
８
万
人
（
加
入
者
、
被
扶
養
者
及

び
年
金
受
給
者
）
と
推
計
し
ま
し
た
。
ま
た
、

標
準
報
酬
月
額
の
平
均
及
び
標
準
賞
与
の
平

均
年
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
表
中
②
・
③
の
と
お

り
推
計
し
ま
し
た
。

医
療
給
付
事
業
〈
短
期
勘
定
〉

　

病
気
や
ケ
ガ
に
よ
る
医
療
費
等
の
給
付

を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

短
期
給
付
分
掛
金
率
は
、
高
齢
化
の
進
展

に
伴
い
、
年
々
増
加
す
る
高
齢
者
医
療
制
度

へ
の
支
援
金
等
の
増
加
に
よ
り
、
現
行
の
掛

金
率
の
ま
ま
で
は
財
政
の
均
衡
を
保
つ
こ
と

が
困
難
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
８
・
２

３
２
％
（
前
年
度
掛
金
率
７
・
４
４
５
％
）

に
変
更
し
ま
し
た
。

　

介
護
分
掛
金
率
は
厚
生
労
働
省
か
ら
示
さ

れ
る
諸
係
数
に
基
づ
い
て
算
定
し
た
結
果
、

１
・
１
６
３
％
（
前
年
度
掛
金
率
１
・
１
２

５
％
）
に
変
更
し
ま
し
た
。

　

こ
の
掛
金
率
を
も
と
に
推
計
し
た
掛
金
収

入
は
２
８
１
９
億
円
と
な
り
、
前
年
度
に
比

べ
２
９
１
億
円
（
11
・
48
％
）
の
増
加
と
な

る
見
込
み
で
す
。

　

保
健
給
付
等
の
給
付
費
に
つ
い
て
は
、
前

年
度
に
比
べ
44
億
円
（
３
・
16
％
）
の
増
加

を
見
込
ん
で
い
ま
す
。
ま
た
、
他
制
度
へ
の

拠
出
金
等
と
し
て
、
前
期
高
齢
者
納
付
金

３
８
３
億
円
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
５
８
７

億
円
を
見
込
み
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
介
護
納

付
金
２
１
９
億
円
等
を
見
込
み
、
図
１
の
と

お
り
の
収
支
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

　

掛
金
及
び
利
息
等
の
収
入
（
２
８
２
０
億

円
）
と
給
付
費
、
拠
出
金
等
及
び
繰
入
金

の
支
出
（
２
６
９
６
億
円
）
と
の
収
支
差

１
２
４
億
円
に
、
支
払
準
備
金
の
戻
入
と
繰

入
と
の
差
額
を
加
え
た
１
２
１
億
円
が
当
期

総
利
益
と
な
る
見
込
み
で
す
。

　

な
お
、
支
払
準
備
金
は
、
当
該
事
業
年
度

に
お
け
る
短
期
給
付
請
求
総
額
の
12
分
の
１

に
相
当
す
る
金
額
を
積
み
立
て
て
い
ま
す
。

【
※
１
拠
出
金
等
】

　

介
護
保
険
、
高
齢
者
医
療
な
ど
の
他
の
医

療
制
度
に
要
す
る
費
用
な
ど
を
賄
う
た
め

に
、
医
療
保
険
者
ご
と
に
、
そ
の
加
入
す
る

人
数
等
に
応
じ
て
割
り
当
て
ら
れ
る
金
額
の

こ
と
を
い
い
ま
す
。
拠
出
金
等
に
は
、
介
護

納
付
金
、
前
期
高
齢
者
納
付
金
、
後
期
高
齢

者
支
援
金
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

【
※
２
支
払
準
備
金
】

　

短
期
給
付
の
給
付
金
を
支
払
う
た
め
に
あ

ら
か
じ
め
積
み
立
て
て
い
る
金
額
の
こ
と

で
、「
前
年
度
支
払
準
備
金
戻
入
」
と
は
、

前
年
度
の
支
払
準
備
金
を
当
年
度
に
い
っ
た

ん
戻
入
す
る
金
額
、「
支
払
準
備
金
繰
入
」

と
は
、
当
年
度
分
を
前
年
度
分
に
か
え
て
新

た
に
積
み
立
て
る
金
額
を
い
い
ま
す
。

年
金
等
給
付
事
業

〈
厚
生
年
金
勘
定
・
退
職
等
年
金
給
付
勘
定
〉

　

退
職
後
の
生
活
の
柱
と
な
る
年
金
の
給

付
を
行
っ
て
い
ま
す
。

〈
厚
生
年
金
勘
定
〉

　

加
入
者
保
険
料
率（
※
３
軽
減
保
険
料
率
）

は
、
26
年
度
に
行
っ
た
財
政
再
計
算
（
27
年

度
か
ら
５
年
間
）
の
結
果
を
踏
ま
え
て
、
28

年
度
以
降
毎
年
９
月
に
０
・
３
５
４
ポ
イ
ン

ト
ず
つ
引
き
上
げ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

28
年
４
月
～
８
月
は
13
・
５
５
７
％
、
28

年
９
月
～
29
年
３
月
は
13
・
９
１
１
％
に
変

更
し
ま
し
た
（
前
年
度
27
年
10
月
～
28
年
３

月
は
13
・
５
５
７
％
）。

　

な
お
、
都
道
府
県
か
ら
の
補
助
が
行
わ
れ

た
場
合
、
そ
の
分
だ
け
保
険
料
率
が
軽
減
さ

れ
ま
す
。
た
だ
し
、
賞
与
に
か
か
る
保
険
料

に
対
す
る
補
助
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

軽
減
保
険
料
率
を
も
と
に
推
計
し
た
保
険

料
収
入
は
４
０
１
０
億
円
を
見
込
み
、
そ
の

他
に
国
庫
補
助
金
１
２
４
０
億
円
、
基
礎
年

金
交
付
金
50
億
円
、
厚
生
年
金
交
付
金
２
９

５
７
億
円
を
見
込
ん
で
い
ま
す
。

　

ま
た
、
給
付
費
は
３
３
５
９
億
円
を
見
込

み
、
そ
の
他
に
基
礎
年
金
拠
出
金
２
４
３
６

億
円
、
厚
生
年
金
拠
出
金
３
３
３
８
億
円
等

を
見
込
み
、
図
２
の
と
お
り
の
収
支
を
予
定

表　構成員・標準報酬月額・標準賞与推計

区 　 　 分 ①構成員（人） ②標準報酬月額
　の平均（円）

③標準賞与の
　平均年額（円）

合計加入者 564,089　 371,762 1,306,483

（短期加入者） （560,849） （368,789） （1,302,093）

（年金等加入者） （536,515） （358,999） （1,229,291）

被 扶 養 者 348,144　 － －

年金受給者 468,153　 － －

総 　 　 計 1,380,386　 － －

繰入金（18）

当期総利益（121）

図１　医療給付事業〈短期勘定〉の予算収支
　　　（単位：億円）

支払準備金繰入（120）※２

拠出金等
（1,234）
※１

支出
（2,816）

利息等
（１）

給付費
（1,444）

収入
（2,937）

掛金
（2,819）

前年度支払
準備金戻入
（117）※２
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し
て
い
ま
す
。

　

保
険
料
、
交
付
金
、
補
助
金
及
び
利
息
等

の
収
入
（
９
６
７
４
億
円
）
と
給
付
費
、
拠

出
金
及
び
繰
入
金
の
支
出（
９
１
６
５
億
円
）

と
の
収
支
差
５
０
９
億
円
が
当
期
総
利
益
と

な
る
見
込
み
で
す
。

【
※
３
軽
減
保
険
料
率
】

　

私
学
共
済
で
は
、
加
入
者
保
険
料
に
か
か

る
負
担
増
に
対
す
る
激
変
緩
和
措
置
と
し

て
、
被
用
者
年
金
制
度
の
一
元
化
に
伴
う
積

立
金
仕
分
け
後
の
「
独
自
財
源
」
を
活
用
し

て
保
険
料
の
軽
減
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と

さ
れ
て
お
り
、
28
年
４
月
～
８
月
の
加
入
者

保
険
料
率
は
14
・
７
０
８
％
か
ら
１
・
１
５

１
ポ
イ
ン
ト
軽
減
し
13
・
５
５
７
％
に
、
28

年
９
月
～
29
年
３
月
ま
で
は
０
・
７
９
７
ポ

イ
ン
ト
軽
減
し
13
・
９
１
１
％
と
な
り
ま
す
。

こ
れ
を
軽
減
保
険
料
率
と
い
い
ま
す
。

【
※
４
拠
出
金
】

　

基
礎
年
金
、
厚
生
年
金
の
給
付
に
要
す
る

費
用
を
賄
う
た
め
に
、
実
施
機
関
ご
と
に
そ

の
加
入
す
る
人
数
等
に
応
じ
て
割
り
当
て
ら

れ
る
金
額
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。
拠
出
金
に

は
、
基
礎
年
金
拠
出
金
と
厚
生
年
金
拠
出
金

が
あ
り
ま
す
。

〈
退
職
等
年
金
給
付
勘
定
〉

　

退
職
等
年
金
給
付
掛
金
率
は
、
前
年
度
と

同
率
の
１
・
５
％
に
据
え
置
き
ま
し
た
。

　

こ
の
掛
金
率
を
も
と
に
推
計
し
た
掛
金
収

入
は
、
４
４
６
億
円
と
な
り
、
給
付
費
３
億

円
を
見
込
み
、
図
３
の
と
お
り
の
収
支
を
予

定
し
て
い
ま
す
。

　

掛
金
、
利
息
等
の
収
入
（
４
４
９
億
円
）

と
給
付
費
及
び
繰
入
金
等
の
支
出（
６
億
円
）

と
の
差
４
４
３
億
円
が
当
期
総
利
益
と
な
る

見
込
み
で
す
。

保
健
事
業

　

特
定
健
康
診
査
、
人
間
ド
ッ
ク
や
健
康

増
進
施
設
の
利
用
費
用
補
助
を
行
っ
て
い

ま
す
。

　

28
年
度
も
前
年
度
と
同
様
に
福
祉
事
業
掛

金
率
０
・
25
％
を
主
な
財
源
と
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
特
定
健
康
診
査
等
事
業
に
対
し
、
国

庫
補
助
金
１
・
６
億
円
が
措
置
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

人
間
ド
ッ
ク
利
用
費
用
補
助
等
の
保
健
事

業
に
か
か
る
費
用
と
し
て
25
億
円
、
特
定
健

康
診
査
等
の
事
業
に
か
か
る
費
用
と
し
て
10

億
円
、
ま
た
、
医
療
事
業
及
び
宿
泊
事
業
へ

の
繰
入
金
と
し
て
50
億
円
を
見
込
み
、
図
４

の
と
お
り
の
収
支
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

医
療
事
業

　

総
合
健
診
を
行
う
健
康
医
学
セ
ン
タ
ー

を
併
設
し
た
直
営
病
院
の
運
営
を
行
っ
て

い
ま
す
。

　　

東
京
臨
海
病
院
の
運
営
に
伴
う
事
業
収

入
・
支
出
及
び
保
健
経
理
か
ら
の
受
入
金
を

見
込
み
、
図
４
の
と
お
り
の
収
支
を
予
定
し

て
い
ま
す
。

宿
泊
事
業

　

旅
行
・
出
張
、
会
議
・
宴
会
、
婚
礼
等

に
ご
利
用
い
た
だ
い
て
い
る
会
館
、
宿
泊

所
及
び
保
養
所
の
運
営
を
行
っ
て
い
ま

す
。

　

宿
泊
施
設
の
事
業
収
入
・
支
出
、
設
備
整

備
計
画
及
び
保
健
経
理
か
ら
の
受
入
金
を
見

込
み
、
図
４
の
と
お
り
の
収
支
を
予
定
し
て

い
ま
す
。

貯
金
事
業

　

財
産
形
成
の
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

貯
金
事
業
の
収
支
は
、
図
４
の
と
お
り
を

予
定
し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
積
立
貯
金
、

積
立
共
済
年
金
、
共
済
定
期
保
険
及
び
ア
イ

図２　年金等給付事業〈厚生年金勘定〉の予算収支
　　　（単位：億円）

給付費
（3,359）

繰入金（32）

拠出金
（5,774）
※４

支出
（9,165）

当期総利益（509）利息等（1,347）

補助金
（1,310）

基礎年金・
厚生年金
交付金
（3,007）

収入
（9,674）

保険料
（4,010）

図３　年金等給付事業〈退職等年金給付勘定〉
　　　の予算収支（単位：億円）

給付費（３）
繰入金等（３）

支出（６）

当期総利益
（443）

利息等（３）

収入
（449）

掛金
（446）
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リ
ス
プ
ラ
ン
の
各
事
業
を
総
括
し
た
も
の
で

す
。

　

な
お
、
28
年
度
末
の
加
入
者
貯
金
残
高

は
、１
兆
８
７
９
億
円
と
な
る
見
込
み
で
す
。

貸
付
事
業

　

結
婚
・
教
育
・
住
宅
等
の
資
金
の
貸
付

け
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　　

28
年
度
の
貸
付
額
は
、
加
入
者
貸
付
87
億

円
を
見
込
み
、
図
４
の
と
お
り
の
収
支
を
予

定
し
て
い
ま
す
。

◆
そ
の
他
事
務
費
な
ど

　

医
療
及
び
年
金
等
給
付
事
業
の
事
務
費
用

は
、
短
期
勘
定
、
厚
生
年
金
勘
定
及
び
退
職

等
年
金
給
付
勘
定
か
ら
の
事
務
費
繰
入
金
53

億
円
に
よ
り
賄
う
こ
と
と
な
り
ま
す
。
他

に
、
国
庫
補
助
金
３
億
円
が
措
置
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

こ
の
た
び
４
月
１
日
付
け
で
河
田
悌
一
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
理
事
長
か
ら
、
財

務
・
共
済
総
括
担
当
理
事
を
拝
命
い
た
し
ま
し
た
。
私
立
学
校
の
振
興
の
た
め
に
全
力
で
職
務
に

取
り
組
む
所
存
で
す
の
で
、
私
立
学
校
関
係
者
の
皆
様
方
の
ご
指
導
と
ご
支
援
を
賜
り
ま
す
よ
う

心
か
ら
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

私
は
、
平
成
20
年
７
月
か
ら
23
年
８
月
ま
で
の
間
、
文
部
科
学
省
で
私
学
共
済
室
長
を
、
ま
た

昨
年
８
月
か
ら
こ
の
３
月
末
ま
で
の
間
、
私
学
部
参
事
官
と
し
て
、
私
立
学
校
教
職
員
共
済
制
度

の
運
営
や
学
校
法
人
の
経
営
の
安
定
並
び
に
私
立
学
校
教
育
の
振
興
に
携
わ
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

特
に
、
私
学
共
済
室
長
在
任
中
は
、
昨
年
10
月
に
施
行
さ
れ
た
被
用
者
年
金
一
元
化
に
携
わ
っ

て
ま
い
り
ま
し
た
。
公
的
年
金
制
度
の
一
元
化
は
、
政
府
関
係
者
等
に
対
し
て
様
々
な
局
面
に
お

い
て
私
学
関
係
者
の
思
い
や
ご
意
見
を
十
分
に
反
映
で
き
る
よ
う
に
積
極
的
に
関
わ
っ
て
ま
い
り

ま
し
た
結
果
、
平
成
24
年
８
月
に
被
用
者
年
金
一
元
化
法
が
成
立
し
昨
年
10
月
か
ら
施
行
さ
れ
て

お
り
ま
す
。
ま
た
、
こ
れ
に
伴
っ
て
、
公
的
年
金
と
し
て
の
３
階
部
分
（
職
域
部
分
）
が
廃
止
さ

れ
、
新
た
に
「
年
金
払
い
退
職
給
付
制
度
（
新
３
階
年
金
）」
が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は

公
的
年
金
制
度
の
歴
史
上
、
最
も
大
き
な
転
換
点
の
ひ
と
つ
に
な
っ
た
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

さ
て
、
今
後
も
少
子
高
齢
化
が
進
展
し
て
い
く
な
か
で
、
医
療
保
険
制
度
に
つ
い
て
も
次
世
代

に
し
っ
か
り
と
引
き
継
ぐ
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
積
極
的
な
Ｉ
Ｔ
活
用
に
よ
っ

て
利
便
性
の
高
い
公
平
・
公
正
な
社
会
の
実
現
を
図
る
べ
く
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
」
の
推
進

も
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。
そ
の
一
方
で
、
個
人
情
報
の
流
出
を
防
止
す
る
た
め
の
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
強
化
対
策
も
求
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

　

本
事
業
団
は
、
こ
の
よ
う
な
社
会
環
境
の
大
き
な
変
化
に
ス
ピ
ー
ド
感
を
持
っ
て
対
応
出
来
る

人
材
を
輩
出
し
て
き
た
私
立
学
校
に
対
し
、
こ
れ
ま
で
以
上
の
財
政
支
援
を
行
う
よ
う
引
き
続
き

努
力
す
る
と
と
も
に
、
学
校
経
営
に
関
す
る
有
用
な
情
報
を
提
供
で
き
る
よ
う
工
夫
を
こ
ら
し
て

ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
私
立
学
校
の
教
職
員
の
皆
様
が
日
々
安
心
し
て
そ
の

職
責
を
果
た
せ
る
環
境
下
を
整
え
る
た
め
に
、
社
会
保
障
制
度
に
対
し
責
任
を
持
っ
て
取
り
組
ん

で
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
の
で
、
何
卒
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

理
　
事�

戸と

松ま
つ

　
幹み

き

孝た
か

　

就
任
の
あ
い
さ
つ

収　入 支　出

12 11貸付経理

医療経理131

132

当期総利益

87 67 20

当期総損失

当期総利益

保健経理83 9815

129 当期総利益

宿泊経理 当期総利益115 17

図４　福祉事業の事業経理別予算収支（単位：億円）

貯金経理

1

２



平成 2 8 年 6 月 1 日　第 2 2 2 号

6

助
成
業
務

　
「
自
己
診
断
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
」
は
、
学

校
法
人
が
自
ら
経
営
上
の
問
題
を
早
期
に
発

見
し
、
自
主
的
な
改
善
努
力
を
行
う
た
め
に

開
発
さ
れ
た
ツ
ー
ル
で
す
。
平
成
27
年
度
版

を
私
学
事
業
団
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
〔
助
成
業
務

の
ご
案
内
▼
経
営
支
援
・
情
報
提
供
▼
「
自

己
診
断
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
平
成
27
年
度
版
」〕

に
掲
載
し
て
い
ま
す
の
で
ご
活
用
く
だ
さ

い
。自

己
診
断
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
の
構
成

　

本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
は
、「
大
学
・
短
期

大
学
編
」
と
「
高
等
学
校
編
」
の
２
種
類
が

あ
り
、
各
編
と
も
内
容
は
財
務
比
率
等
の
数

値
デ
ー
タ
に
よ
る
定
量
的
な
チ
ェ
ッ
ク
を
目

的
と
し
た
「
財
務
比
率
等
に
関
す
る
チ
ェ
ッ

ク
リ
ス
ト
」
と
、
法
人
の
組
織
体
制
等
に
つ

い
て
の
定
性
的
な
チ
ェ
ッ
ク
を
行
う
「
管
理

運
営
等
に
関
す
る
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
」
の
２

部
構
成
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

本
号
で
は
、「
大
学
・
短
期
大
学
編
」を
使
っ

て
ご
紹
介
し
ま
す
。

財
務
比
率
等
に
関
す
る
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

①
概　
要

　
「
財
務
比
率
等
に
関
す
る
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス

ト
」
は
、
学
校
法
人
全
体
を
「
法
人
全
体
」

で
、
設
置
す
る
学
校
を
「
学
校
単
位
」
で
、

そ
れ
ぞ
れ
チ
ェ
ッ
ク
し
ま
す
。
法
人
全
体
と

と
も
に
、
学
校
単
位
で
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と

に
よ
り
各
学
校
が
法
人
全
体
の
収
支
に
ど
の

程
度
影
響
を
与
え
て
い
る
か
、
ま
た
、
収
支

を
構
成
す
る
要
素
（
人
数
、
単
価
等
）
ご
と

に
ど
こ
に
問
題
が
あ
る
か
を
把
握
し
や
す
く

な
り
ま
す
。
法
人
全
体
で
は
、
表
１
の
と
お

り
、
４
区
分
９
項
目
の
チ
ェ
ッ
ク
項
目
を
設

定
し
て
い
ま
す
。
学
校
単
位
は
「
消
費
収
支

状
況
」「
学
生
（
生
徒
）
数
関
係
」「
教
職
員

関
係
」「
経
費
関
係
」
の
４
区
分
18
項
目
（
高

等
学
校
編
は
16
項
目
）
の
チ
ェ
ッ
ク
項
目
を

設
定
し
て
い
ま
す
。
エ
ク
セ
ル
の
様
式
に
あ

る「
法
人
入
力
シ
ー
ト
」「
学
校
入
力
シ
ー
ト
」

「
目
標
入
力
シ
ー
ト
」
の
各
項
目
に
決
算
値

等
の
デ
ー
タ
を
入
力
す
る
と
、
法
人
・
学
校

の
数
値
が
算
出
さ
れ
ま
す
。
算
出
し
た
数
値

を
、
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
の
各
項
目
の
説
明
文

や
参
考
資
料
等
に
あ
る
階
層
区
分
を
基
に
評

価
し
ま
す
。

②
評
価
の
観
点

　

各
チ
ェ
ッ
ク
項
目
は
次
の
三
つ
の
観
点
か

ら
多
角
的
に
評
価
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

（
次
頁
表
２
参
照
）。

絶
対
評
価

　

指
標
ご
と
の
適
正
値
や
法
人
自
ら
設
定
し

た
目
標
値
等
を
基
に
、
そ
の
達
成
度
を
Ａ
～

Ｅ
の
５
段
階
で
評
価
し
ま
す
。
項
目
に
よ
っ

て
は
、
具
体
例
と
し
て
目
標
値
や
考
え
方
を

示
し
て
い
ま
す
が
、
法
人
の
経
営
戦
略
や
学

部
系
統
別
の
平
均
値
等
を
参
考
に
、
目
標
値

を
設
定
し
た
上
で
評
価
を
行
う
こ
と
が
望
ま

し
い
で
す
。

相
対
評
価

　

全
対
象
法
人
の
中
で
の
法
人
・
学
校
の
位

置
を
A+
～
E－
の
10
段
階
で
評
価
し
ま
す
。

趨
勢
評
価

　

４
年
前
と
比
較
し
た
現
在
の
数
値
が
改
善

し
た
か
否
か
を
Ａ
～
Ｅ
の
５
段
階
で
評
価
し

ま
す
。

　

な
お
、
絶
対
・
相
対
・
趨
勢
の
各
評
価
を

行
う
際
に
は
便
利
な
「
評
価
早
見
表
」（
次

頁
別
表
参
照
）
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

以
下
、
帰
属
収
支
差
額
比
率
を
例
に
評
価

の
観
点
を
ご
説
明
し
ま
す
。

【
帰
属
収
支
差
額
比
率
】（
表
２
参
照
）

　

帰
属
収
支
差
額
比
率
は
、
学
校
法
人
の
帰

属
収
入
（
負
債
と
な
ら
な
い
収
入
）
か
ら
消

費
支
出
を
差
し
引
い
た
差
額
（
帰
属
収
支
差

額
）
が
、
帰
属
収
入
全
体
の
何
％
に
あ
た
る

か
を
見
る
比
率
で
あ
り
、
学
校
法
人
の
収
支

状
況
を
見
る
最
も
基
本
的
な
比
率
で
す
。

　

絶
対
評
価
は
原
則
各
学
校
法
人
で
目
標
値

を
設
定
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
で
す
が
、
直

近
５
か
年
の
大
学
法
人
の
帰
属
収
入
に
対
す

る
基
本
金
組
入
額
の
割
合
が
９
・
９
～
11
・

７
％
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
基
本
金
組
入
額
相

当
の
10
％
以
上
の
帰
属
収
支
差
額
が
必
要
と

考
え
、
評
価
の
基
準
と
し
て
い
ま
す
。
表
２

の
場
合
、
26
年
度
が
４
・
２
％
、
25
年
度
が

４
・
４
％
な
の
で
、「
直
近
年
度
は
０
％
以

上
10
％
未
満
」
の
Ｃ
と
な
り
ま
す
。
相
対
評

価
は
、
26
年
度
の
数
値
が
第
６
階
層
で
あ
る

こ
と
か
ら
C+
と
な
り
ま
す
。
趨
勢
評
価
は
22

年
度
か
ら
26
年
度
に
か
け
て
７
・
８
ポ
イ
ン

ト
減
少
し
て
い
ま
す
の
で
、「
5
ポ
イ
ン
ト

以
上
減
少
」
の
Ｅ
と
な
り
ま
す
。

　

絶
対
評
価
は
プ
ラ
ス
の
収
支
で
す
が
、Ａ
、

Ｂ
の
条
件
で
あ
る
10
％
以
上
は
未
達
成
で
あ

り
、
趨
勢
評
価
を
み
る
と
４
年
前
に
比
べ
悪

表１　財務比率等に関するチェックリストの項目（大学・短期大学編・法人全体）
チェック項目 チェック内容

Ⅰ　消費収支状況
１　帰属収支差額比率（＊）臨時的要素除く 収支状況はどうか（損益ベース）
２　人件費比率（＊）

収入に対して人件費はバランスがとれているか
３　人件費依存率

Ⅱ　資金収支状況
４　教育研究活動収支差額比率（＊） 収支状況はどうか（キャッシュベース）

Ⅲ　運用資産状況
５　積立率（＊）

安定的に経営を行う上で保有すべき資産
を備えているか６　運用資産超過額対教育研究CF比（年）

７　運用資産対教育研究CF比（年）
Ⅳ　外部負債状況
８　流動比率（＊） 短期的な支払い能力はどの程度か
９　外部負債超過額対教育研究CF比（年） 過大な借入金等の外部負債を抱えていないか

＊はレーダーチャートで使用する項目です。

自
己
診
断
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
を
ご
活
用
く
だ
さ
い

―
平
成
27
年
度
版
―
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化
し
て
い
ま
す
。
た
だ
、
相
対
評
価
で
は
大

学
法
人
全
体
の
な
か
で
や
や
上
位
に
位
置
し

て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

③
レ
ー
ダ
ー
チ
ャ
ー
ト
に
よ
る
総
合
評
価

　

財
務
比
率
等
に
関
す
る
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

の
う
ち
、
特
に
重
要
な
項
目
を
基
に
、
レ
ー

ダ
ー
チ
ャ
ー
ト
を
活
用
し
た
総
合
評
価
を
行

う
こ
と
が
で
き
ま
す
（
図
参
照
）。
法
人
全

体
・
学
校
全
体
の
２
種
類
が
あ
り
、
い
ず
れ

の
レ
ー
ダ
ー
チ
ャ
ー
ト
も
５
点
を
結
ん
だ
図

形
の
面
積
が
大
き
い
ほ
ど
経
営
状
況
が
良
い

こ
と
を
示
し
ま
す
。
逆
に
図
形
が
小
さ
く
広

が
り
に
欠
け
て
、
い
び
つ
な
時
は
当
該
項
目

に
問
題
が
あ
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
原
因

を
分
析
し
、
改
善
策
を
検
討

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
ず
、
読
み
替
え
方
法
の

表
に
よ
り
、
絶
対
・
相
対
・

趨
勢
の
各
評
価
の
記
号
を
数

値
に
替
え
て
い
き
ま
す
。

　

図
の
、
法
人
全
体
の
レ
ー

ダ
ー
チ
ャ
ー
ト
で
は
、
絶
対

評
価
は
各
比
率
す
べ
て
６
以

上
の
評
価
で
あ
り
、
積
立
率

に
つ
い
て
は
10
の
評
価
を
得

て
い
ま
す
。
収
支
状
況
が
優

れ
て
良
い
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
運
用
資
産
は
安
定

し
て
お
り
、
直
ち
に
経
営
が

窮
迫
す
る
状
態
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。

　

次
に
相
対
評
価
で
す
が
、

短
期
的
な
支
払
い
能
力
を
判
断
す
る
流
動
比

率
の
評
価
が
２
と
低
い
で
す
。
た
だ
し
、
運

用
資
産
の
保
有
状
況
を
表
わ
す
積
立
率
は
相

対
評
価
で
も
９
で
す
か
ら
、
必
ず
し
も
資
金

繰
り
に
窮
し
て
い
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。

　

最
後
に
趨
勢
評
価
で
す
が
、
先
の
絶
対
評

価
、
相
対
評
価
と
は
違
っ
た
特
徴
が
見
え
て

き
ま
す
。
ま
ず
、
図
形
の
面
積
が
絶
対
評
価
、

相
対
評
価
に
比
べ
て
小
さ
い
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。
中
で
も
帰
属
収
支
差
額
比
率
と
流
動

比
率
の
評
価
が
２
と
な
っ
て
お
り
、
４
年
前

に
比
べ
る
と
、
収
支
も
短
期
的
な
支
払
能
力

も
悪
化
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

相
対
評
価
で
は
、
低
い
評
価
の
流
動
比
率

に
対
し
積
立
率
が
高
い
た
め
、
必
ず
し
も
資

金
繰
り
に
窮
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
と
判

断
し
ま
し
た
が
、
趨
勢
評
価
で
は
積
立
率
が

４
で
す
か
ら
、
運
用
資
産
も
４
年
前
に
比
べ

る
と
減
少
し
て
い
ま
す
。
こ
の
状
態
が
仮
に

今
後
も
続
く
の
で
あ
れ
ば
、
現
在
は
潤
沢
に

あ
る
資
産
を
将
来
は
使
い
果
た
し
て
し
ま
う

お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
絶
対
評

価
、
相
対
評
価
、
趨
勢
評
価
と
多
角
的
に
見

る
こ
と
に
よ
り
、
法
人
の
問
題
が
浮
き
彫
り

に
な
っ
て
き
ま
す
。

　

改
善
す
べ
き
収
支
科
目
は
何
か
、
ま
た
そ

の
悪
化
し
た
要
因
は
何
か
を
、
財
務
比
率
、

学
生
（
生
徒
）
数
、
教
職
員
数
等
か
ら
分
析

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
原
因
の
把
握
と
改
善
す

べ
き
点
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

管
理
運
営
等
に
関
す
る
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

　
「
管
理
運
営
等
に
関
す
る
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス

ト
」
は
、
法
人
運
営
に
当
た
り
ポ
イ
ン
ト

と
な
る
定
性
的
な
項
目
と
し
て
、「
経
営
理

念
と
戦
略
の
策
定
」「
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
確
立
」

「
組
織
運
営
の
円
滑
化
」「
危
機
管
理
体
制
の

構
築
」「
財
務
体
質
の
改
善
」「
教
学
内
容
の

改
善
」「
学
生
（
生
徒
）
へ
の
支
援
」「
情
報

公
開
と
地
域
貢
献
」
の
８
区
分
50
項
目
を
設

定
し
て
い
ま
す
。
法
人
種
別
に
よ
り
実
施
す

べ
き
内
容
が
異
な
る
場
合
が
あ
る
た
め
、

「
大
学
・
短
期
大
学
編
」
と
「
高
等
学
校
編
」

で
は
項
目
内
容
を
変
え
て
い
ま
す
。
自
法

人
の
実
情
に
照
ら
し
、
該
当
す
る
項
目
に

「
○
」、
し
な
い
も
の
に
「
×
」
を
つ
け
て
評

価
し
ま
す
。

　※レーダーチャートで示す　  内の数値は、相対評価の値である。

ＮＯ
①
②
③
④
⑤

絶対評価 相対評価 趨勢評価
帰属収支差額比率（臨時的要素除く） 6 6 2
人件費比率 6 6 4
教育研究活動収支差額比率 6 8 6
積立率 10 9 4
流動比率 6 2 2

総合評価（合計）

項目

34 31 18

 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 絶対評価 

相対評価 

趨勢評価 

①帰属収支差額比率 

②人件費比率 

④積立率  

⑤流動比率 

③教育研究活動 

    収支差額比率 

図　レーダーチャートによる評価の事例

6 

6 

8 

9 

2

読み替え方法

相対
評価区分

絶対・趨勢
評価区分

Ｅ-
１

Ｅ
２

10
Ａ+

９
Ａ-

８
Ｂ+

７
Ｂ-

６
Ｃ+

５
Ｃ-

４
Ｄ+

３
Ｄ-

２
Ｅ+

10
Ａ

８
Ｂ

６
Ｃ

４
Ｄ

絶対評価

趨勢評価

相対評価
～ －12.6 －12.5 ～ －5.1

第４階層
0％未満が連続

５ポイント以上減少

BCDE
（E－）

直近年度は０％未満

2.5ポイント以上減少

（D－） （D+）

1.7 ～ 3.3
第６階層第５階層

直近年度は０％以上10％未満

2.5～△2.5ポイント増減

第10階層

（B－） （B+）（C+）

10.3 ～ 15.1 15.2 ～

５ポイント以上増加

（A+）（A－）
A

帰属収入（資産売却差額等臨時的な要素を除く）

消費支出（資産処分差額等臨時的な要素を除く）

帰属収支差額

－65.0%

0.5%

9.4%

－65.1%

C E

表２　財務比率等に関するチェックリスト（大学・短期大学編・法人全体）より抜粋

別表　評価早見表

c=a－b

b

c/a

22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 増減
H26－H22

伸び率
増減/Ｈ22

絶対
評価

相対
評価

趨勢
評価

【単位】百万円

C+a

918

6,729

12.0%

7,647

835

6,978

10.7%

7,813

641

7,107

8.3%

7,749

329

7,221

4.4%

7,550

321

7,363

4.2%

7,684

－597

634

－7.8%

37

１　帰属収支差額比率

項目

2.5ポイント以上増加

（E+）

第１階層 第２階層 第３階層
－1.2 ～ 1.6－5.0 ～ －1.3

第７階層 第８階層 第９階層
10％以上を安定的に維持直近年度は10％以上

3.4 ～ 5.4 7.3 ～ 10.25.5 ～ 7.2

（C－）
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財
務
比
率
等
に
関
す
る
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

　
（
新
会
計
基
準
版
）

　

平
成
25
年
４
月
に
学
校
法
人
会
計
基
準
が

改
正
さ
れ
、
27
年
度
（
知
事
所
轄
学
校
法
人

は
28
年
度
）
よ
り
新
基
準
が
適
用
さ
れ
ま
し

た
。
こ
の
改
正
で
科
目
名
称
や
財
務
比
率
に

一
部
変
更
が
生
じ
た
こ
と
か
ら
、
今
回
、
自

己
診
断
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
「
財
務
比
率
等
に

関
す
る
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
」
の
う
ち
大
学
・

短
期
大
学
編
に
つ
い
て
見
直
し
を
行
い
ま
し

た
。
詳
し
く
は
私
学
事
業
団
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

「
自
己
診
断
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
平
成
27
年
度

版
」
の
「
大
学
・
短
期
大
学
編　

新
会
計
基

準
版
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

27
年
度
版
か
ら
の
変
更
点

◆
チ
ェ
ッ
ク
項
目
の
変
更
（
表
３
）

　
「
帰
属
収
支
差
額
比
率
」
を
「
経
常
収
支

差
額
比
率
」
に
、「
教
育
研
究
活
動
収
支
差

額
比
率
」
を
「
教
育
活
動
資
金
収
支
差
額
比

率
」
に
変
更
し
ま
し
た
。
ま
た
、
今
回
の
見

直
し
で
は
変
更
の
な
か
っ
た
比
率
で
も
、
算

出
の
中
で
変
更
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

例
え
ば
「
人
件
費
比
率
」
で
あ
れ
ば
、
人

件
費
は
「
帰
属
収
入
」
で
は
な
く
、
今
回
新

設
さ
れ
た
「
経
常
収
入
」
で
除
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

・
経
常
収
入

　
教
育
活
動
収
入
計
と
教
育
活
動
外
収
入
計
の
合
計

・
経
常
支
出

　
教
育
活
動
支
出
計
と
教
育
活
動
外
支
出
計
の
合
計

◆
レ
イ
ア
ウ
ト
の
変
更

　

こ
れ
ま
で
の
縦
型
の
レ
イ
ア
ウ
ト
か
ら
横

型
に
変
更
し
、
原
則
一
枚
の
シ
ー
ト
に
一
つ

の
財
務
比
率
を
掲
載
す
る
こ
と
で
、
文
字
を

従
来
よ
り
も
大
き
く
し
、
見
や
す
く
し
ま
し

た
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
評
価
の
際
は
、
参
考

資
料
等
に
あ
る「
階
層
区
分
」や
別
添
の「
評

価
早
見
表
」
で
確
認
し
て
い
ま
し
た
が
、
財

務
比
率
ご
と
に
「
評
価
表
」
を
掲
載
し
て
、

同
じ
シ
ー
ト
で
見
ら
れ
る
よ
う
変
更
し
ま
し

た
。

　

な
お
、
す
べ
て
の
比
率
と
レ
ー
ダ
ー
チ
ャ
ー

ト
を
一
緒
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
「
総
括
表
」

も
作
成
し
ま
し
た
。

ま
と
め

　

自
己
診
断
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
で
挙
げ
て
い

る
項
目
と
内
容
は
、
一
つ
の
参
考
例
で
す
。

分
析
に
当
た
っ
て
は
、
適
宜
、
修
正
・
追
加

し
、
さ
ら
に
自
法
人
の
実
態
に
あ
っ
た
形
に

変
更
す
る
と
よ
り
効
果
的
で
す
。

　

現
在
、
特
に
財
務
上
大
き
な
問
題
が
な
く

て
も
、
将
来
的
に
収
支
を
悪
化
さ
せ
る
要
因

が
内
在
し
て
い
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

「
財
務
比
率
等
に
関
す
る
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
」

で
Ｄ
や
Ｅ
が
つ
い
た
項
目
や
「
管
理
運
営
等

に
関
す
る
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
」
で
「
○
」
が

つ
か
な
か
っ
た
項
目
に
つ
い
て
は
、
原
因
や

問
題
点
を
分
析
し
、
法
人
内
で
の
共
通
理
解

の
も
と
、
学
園
一
体
と
な
っ
た
経
営
改
善
に

つ
な
げ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、
ご
活
用
く
だ

さ
い
。な
お
、よ
り
詳
し
い
使
い
方
や
チ
ェ
ッ

ク
後
の
対
応
、
活
用
に
つ
い
て
は
「
自
己
診

断
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
の
活
用
方
法
」
と
し
て

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
本
事
業
団
で
は
、
学
校
法
人
が
行

う
経
営
改
善
の
取
り
組
み
へ
の
支
援
及
び
情

報
の
提
供
を
行
っ
て
い
ま
す
。
詳
し
く
は
私

学
事
業
団
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
〔
助
成
業
務
の
ご

案
内
▼
経
営
支
援
・
情
報
提
供
▼
「
私
学
経

営
情
報
セ
ン
タ
ー
が
行
う
サ
ー
ビ
ス
の
ご
案

内
」〕
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先
（
私
学
振
興
事
業
本
部
）

私
学
経
営
情
報
セ
ン
タ
ー　

経
営
支
援
室

☎
０
３（
３
２
３
０
）７
８
２
９
、
７
８
３
２

Ｅ
メ
ー
ル　

shien@
shigaku.go.jp

表３　財務比率等に関するチェックリストの項目　改正前後　対照表（大学・短期大学編・法人全体）
改正前 改正後

Ⅰ　消費収支状況 Ⅰ　事業活動収支状況
１　帰属収支差額比率（＊）臨時的要素除く
　　（帰属収入－消費支出）/帰属収入

１　経常収支差額比率（＊）
　　（経常収入－経常支出）/経常収入

２　人件費比率（＊）
　　人件費/帰属収入

２　人件費比率（＊）
　　人件費/経常収入

３　人件費依存率
　　人件費/学生生徒等納付金

３　人件費依存率
　　人件費/学生生徒等納付金

Ⅱ　資金収支状況 Ⅱ　活動区分資金収支状況
４　教育研究活動収支差額比率（＊）
　　教育研究活動CF/教育研究活動CF収入

４　教育活動資金収支差額比率（＊）
　　教育活動資金収支差額/教育活動資金収入

Ⅲ　運用資産状況 Ⅲ　運用資産状況
５　積立率（＊）
　　運用資産/要積立額

５　積立率（＊）
　　運用資産/要積立額

６　運用資産超過額対教育研究CF比
　　※教育研究活動CFがマイナスの場合のみ
　　（運用資産－外部負債）/教育研究活動CF

６　運用資産超過額対教育活動資金収支差額比
　　※教育活動資金収支差額がマイナスの場合のみ
　　（運用資産－外部負債）/教育活動資金収支差額

７　運用資産対教育研究CF比
　　※教育研究活動CFがマイナスの場合のみ
　　運用資産/教育研究活動CF

７　運用資産対教育活動資金収支差額比
　　※教育活動資金収支差額がマイナスの場合のみ
　　運用資産/教育活動資金収支差額

Ⅳ　外部負債状況 Ⅳ　外部負債状況
８　流動比率（＊）
　　流動資産/流動負債

８　流動比率（＊）
　　流動資産/流動負債

９　外部負債超過額対教育研究CF比
　　※教育研究活動CFがプラスの場合のみ
　　（外部負債－運用資産）/教育研究活動CF

９　外部負債超過額対教育活動資金収支差額比
　　※教育活動資金収支差額がプラスの場合のみ
　　（外部負債－運用資産）/教育活動資金収支差額

＊はレーダーチャートで使用する項目です。
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共
済
業
務

　

平
成
28
年
度
の
特
定
健
康
診
査
及
び
特
定

保
健
指
導
を
下
表
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
と
お
り

実
施
し
ま
す
。

　

私
学
事
業
団
か
ら
６
月
下
旬
に
、
案
内
書

（
実
施
要
領
等
）・
対
象
者
リ
ス
ト
等
を
学
校

法
人
等
へ
送
付
し
ま
す
の
で
、
内
容
を
確
認

の
う
え
、
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
（
特
定

健
診
促
進
ポ
ス
タ
ー
と
登
録
書
式
を
同
封
し

て
い
ま
す
）。

　

な
お
、
28
年
度
か
ら
加
入
者
用
ガ
イ
ド

ブ
ッ
ク
は
ペ
ー
パ
ー
レ
ス
化
し
、
私
学
共
済

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
み
の
掲
載
と
な
り
ま
す
。

【
加
入
者
の
特
定
健
康
診
査
】

　

学
校
法
人
等
が
学
校
保
健
安
全
法
（
労
働

安
全
衛
生
法
）
に
基
づ
い
て
実
施
す
る
定
期

健
康
診
断
の
結
果
デ
ー
タ
を
活
用
し
ま
す
。

特
定
健
康
診
査
の
検
査
項
目
の
受
診
漏
れ
が

な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、「
標
準
的
な
質
問
票
」
の
う
ち
、

必
須
項
目
（
服
薬
の
有
無
、
喫
煙
の
有
無
）

の
記
入
漏
れ
が
多
数
見
受
け
ら
れ
ま
す
の

で
、
確
認
の
う
え
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

【
提
出
方
法
の
お
願
い
】

　

健
診
結
果
デ
ー
タ
は
、
で
き
る
だ
け
私
学

共
済
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
〔
事
務
担
当
者
用
ロ

グ
イ
ン
ペ
ー
ジ
▼
福
祉
事
業
関
係
▼
特
定
健

診
・
特
定
保
健
指
導
〕に
掲
載
し
て
い
る「
健

診
結
果
Ｅ
ｘ
ｃ
ｅ
ｌ
デ
ー
タ
作
成
・
チ
ェ
ッ

ク
機
能
」
等
の
入
力
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
の
利
用

及
び
電
子
デ
ー
タ
に
よ
る
提
出
に
ご
協
力
く

だ
さ
い
。

※�

事
務
担
当
者
用
ロ
グ
イ
ン
ペ
ー
ジ
の
ユ
ー

ザ
名
と
パ
ス
ワ
ー
ド
は
、
本
誌
14
頁
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

【
被
扶
養
者
の
特
定
健
康
診
査
】

　

対
象
者
（
被
扶
養
者
）
に
は
「
案
内
書

（
被
扶
養
者
向
け
）」
を
学
校
法
人
等
に
送
付

し
ま
す
の
で
、
加
入
者
へ
配
付
し
て
い
た
だ

き
、
受
診
券
が
必
ず
被
扶
養
者
の
手
元
に
届

く
よ
う
、
ご
指
導
を
お
願
い
し
ま
す
。

平成28年度スケジュール

私学事業団 加入者･学校法人等
特定健康診査 特定保健指導

平成28年

6月

・案内書
・被扶養者の受診券
　（有効期限：29年３月31日）
・対象者リストの発送（６月下旬）

学校法人等への依頼
定期健康診断結果データの提供、
案内書（被扶養者向け）配付 　

加入者経由で被扶養者等への依頼
受診券による健診・結果データ
の提供 　

7月
　

28年度分健診結果データ
受け付け順に、階層化・登録

8月
　　健診結果・情報冊子の発送
　　※特定保健指導該当者には利用券
　　〔有効期限：29年７月31日〕を同封

特定保健指導利用開始

9月 　学校法人等からの健診結果
　データ提出期限（１回目）

10月
11月 　　　国へ27年度分特定健診等実績報告
12月

平成29年
1月

　�学校法人等からの健診結果データ提出
期限（２回目…10月以降に定期健康診
断を実施する学校法人等）

2月
3月 　〔受診券の有効期限：29年３月31日〕
4月 ＜次年度＞

5月
　�学校法人等からの健診結果データ提出
期限（３回目…２～３月に定期健康診
断を実施する学校法人等）

6月

7月 28年度特定保健指導の利用
〔利用券の有効期限：平成29年７月31日〕

（
順
次
）

（
順
次
）

健
診
結
果
デ
ー
タ
の
提
出
期
間

　

28
年
７
月
～
９
月
末
日

※�

10
月
以
降
に
定
期
健
康
診
断
を
実
施

す
る
学
校
法
人
等
の
提
出
期
限

　
　

29
年
１
月
31
日

※�

２
～
３
月
に
定
期
健
康
診
断
を
実
施

す
る
学
校
法
人
等
の
提
出
期
限

　
　

29
年
５
月
31
日
（
必
着
）

　

保
健
指
導
を
円
滑
に
実
施
す
る
た

め
、
健
診
結
果
は
、
対
象
者
全
員
分
が

そ
ろ
っ
て
か
ら
で
な
く
、
整
っ
た
分
か

ら
順
次
送
付
を
お
願
い
し
ま
す
。

特
定
健
康
診
査
の
ご
案
内
を
６
月
下
旬
に

学
校
法
人
等
へ
送
付
し
ま
す

福
祉
部 

保
健
課
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共
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標
準
報
酬
月
額
の
定
時
決
定
１

基
礎
届
書
の
提
出
期
限
は

平
成
28
年
７
月
11
日
（
月
）
で
す

　

標
準
報
酬
月
額
は
、
毎
月
納
付
す
る
掛
金
等
額
や
年
金
、
傷
病
手
当
金
な
ど
の
給
付
金
の

計
算
の
基
と
な
り
ま
す
。
こ
の
た
め
、
実
際
に
受
け
て
い
る
報
酬
月
額
と
の
差
が
生
じ
な
い

よ
う
、
毎
年
１
回
、「
定
時
決
定
」
に
よ
り
見
直
し
を
行
い
ま
す
。

用
紙
で
提
出
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

◆
磁
気
媒
体
に
よ
る
届
け
出

　

磁
気
媒
体（
Ｃ
Ｄ–

Ｒ
や
Ｕ
Ｓ
Ｂ
メ
モ
リ
ー

な
ど
）
で
基
礎
届
書
を
提
出
す
る
学
校
法
人

等
は
、
私
学
共
済
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
〔
事
務
担

当
者
用
ロ
グ
イ
ン
ペ
ー
ジ
▼
資
格
関
係
▼
磁

気
媒
体
で
の
申
請
〕
で
磁
気
媒
体
作
成
機
能

や
磁
気
媒
体
の
内
容
チ
ェ
ッ
ク
機
能
を
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
し
て
磁
気
媒
体
を
作
成
し
て
く
だ

さ
い
。
磁
気
媒
体
に
必
要
事
項
を
記
載
し
た

ラ
ベ
ル
を
貼
付
し
て
、
出
力
さ
れ
る
送
付
状

と
と
も
に
期
限
ま
で
に
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。
事
前
の
申
請
は
不
要
で
す
。

　

今
年
度
、
磁
気
媒
体
で
報
告
す
る
と
、
磁

気
媒
体
届
出
校
と
し
て
登
録
さ
れ
、
来
年
度

以
降
「
基
礎
届
書
」
は
送
付
さ
れ
ま
せ
ん
。

定
時
決
定
に
お
け
る
主
な
変
更
点

　

被
用
者
年
金
制
度
一
元
化
に
伴
い
、
一
般

の
厚
生
年
金
制
度
の
取
り
扱
い
を
参
酌
し
、

標
準
報
酬
月
額
の
定
時
決
定
の
算
定
方
法
を

一
部
変
更
し
ま
し
た
。

主
な
変
更
点

⑴�　

休
業
中
の
場
合
（
①
病
気
休
業
な
ど

「
公
務
員
の
場
合
に
お
け
る
休
職
の
事
由
」

に
相
当
し
休
業
し
て
い
る
場
合
（
事
務
の

手
引
26
年
度
版
28
ペ
ー
ジ
〔
注
１
〕）
②

産
前
産
後
休
業
・
育
児
休
業
・
介
護
休
業

な
ど
③
育
児
等
に
伴
う
勤
務
時
間
短
縮
に

よ
る
部
分
休
業
な
ど
）

・�

４
月
～
６
月
に
お
い
て（
注
）報
酬
の
支
払

基
礎
日
数
が
17
日
以
上
あ
れ
ば
、
そ
の
月

の
報
酬
月
額
を
記
入
し
、
そ
の
平
均
額
で

業
務
部 

資
格
課

標
準
報
酬
月
額
を
決
定
し
ま
す
。

⑵�　

日
給
・
時
間
給
・
週
給
で
報
酬
が
支
給

さ
れ
て
い
る
場
合

・�

前
記
⑴
と
同
様
の
取
り
扱
い
と
な
り
ま
す
。

⑶�　

月
途
中
の
採
用
等
で
資
格
取
得
月
が
日

割
り
計
算
で
報
酬
が
支
給
さ
れ
て
い
る
場

合
・�

そ
の
月
の
記
入
は
不
要
と
な
り
ま
す
（
定

時
決
定
の
算
定
か
ら
は
除
き
ま
す
）。

⑷�　

ス
ト
ラ
イ
キ
に
よ
る
減
給
及
び
懲
戒
処

分
・�

減
給
さ
れ
て
い
る
月
の
記
入
は
不
要
と
な

り
ま
す
（
定
時
決
定
の
算
定
か
ら
は
除
き

ま
す
）。

・�

３
か
月
と
も
該
当
す
る
場
合
は
、
従
前
の

標
準
報
酬
月
額
で
決
定
し
ま
す
。

（
注
）�　

報
酬
の
支
払
基
礎
日
数
と
は
、
そ
の

報
酬
の
支
払
い
の
基
礎
と
な
っ
た
日
数

の
こ
と
を
指
し
ま
す
。

・�

月
給
制
、
週
給
制

　

�　

出
勤
日
数
に
関
係
な
く
暦
日
数
。
た
だ

し
、
欠
勤
日
数
分
だ
け
報
酬
を
差
し
引
か

れ
る
場
合
は
、
就
業
規
則
や
給
与
規
程
に

基
づ
き
学
校
法
人
等
が
定
め
た
日
数
か
ら

欠
勤
日
数
を
控
除
し
た
日
数
が
支
払
基
礎

日
数
と
な
り
ま
す
。

・�

日
給
者
・
時
間
給
者

　

�　

実
際
の
出
勤
日
数
が
支
払
基
礎
日
数
と

な
り
ま
す
。

・�

有
給
休
暇
は
労
働
の
対
償
と
し
て
報
酬
を

受
け
て
い
る
の
で
支
払
基
礎
日
数
に
含
ま

れ
ま
す
。

標
準
報
酬
の
定
時
決
定

　

毎
年
７
月
１
日
現
在
で
学
校
法
人
等
に
使

用
さ
れ
て
い
る
加
入
者
に
つ
い
て
、
学
校
法

人
等
が
支
給
し
た
４
・
５
・
６
月
の
報
酬
を

「
標
準
報
酬
基
礎
届
書
」（
以
下
「
基
礎
届
書
」

と
い
い
ま
す
）
で
報
告
し
て
い
た
だ
き
、
そ

の
平
均
報
酬
額
に
基
づ
き
、
そ
の
年
の
９
月

か
ら
翌
年
の
８
月
ま
で
の
標
準
報
酬
の
月
額

及
び
等
級
を
決
定
し
ま
す
。
こ
の
定
時
決
定

は
、
掛
金
等
及
び
給
付
金
等
の
算
定
基
礎
と

な
る
重
要
な
も
の
で
す
。

基
礎
届
書
の
対
象
者

◆
対
象
と
な
る
加
入
者

・�

資
格
取
得
日
が
平
成
28
年
５
月
31
日
以
前

で
、
７
月
１
日
現
在
加
入
し
て
い
る
人

・�

加
入
者
資
格
を
有
す
る
休
業
者
や
育
児
休

業
等
を
取
得
中
の
人
及
び
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
の
被
保
険
者
に
な
っ
た
人
も
対
象

に
な
り
ま
す
。

◆
対
象
と
な
ら
な
い
加
入
者

・�

資
格
取
得
日
が
28
年
６
月
１
日
以
後
の
人

・�

28
年
７
月
に
標
準
報
酬
月
額
が
改
定
さ
れ

る
人

基
礎
届
書
の
送
付
と
提
出

　

６
月
中
旬
に
「
基
礎
届
書
」
と
通
知
文
を

学
校
法
人
等
宛
て
に
送
付
し
ま
す
。

　

な
お
、
あ
ら
か
じ
め
電
算
用
紙
又
は
磁
気

媒
体
に
よ
る
報
告
の
登
録
を
し
て
い
る
学
校

法
人
等
に
つ
い
て
は
「
基
礎
届
書
」
は
送
付

せ
ず
、
通
知
文
の
み
送
付
し
ま
す
。

◆
基
礎
届
書
に
よ
る
届
け
出

　

私
学
事
業
団
が
送
付
す
る
「
基
礎
届
書
」

に
、
対
象
と
な
る
加
入
者
が
記
載
さ
れ
て
い

ま
す
。
対
象
者
の
４
月
～
６
月
の
各
月
の
報

酬
月
額
と
３
か
月
の
平
均
額
を
記
入
し
、
期

限
ま
で
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
４

月
～
６
月
の
期
間
に
休
業
し
て
い
る
加
入
者

に
つ
い
て
は
、
休
業
開
始
年
月
も
記
入
し
て

く
だ
さ
い
。

◆
電
算
用
紙
に
よ
る
届
け
出

　

す
で
に
電
算
用
紙
（
学
校
法
人
等
で
作
成

し
た
基
礎
届
書
の
様
式
）
に
よ
る
届
け
出
の
承

認
を
受
け
て
い
る
学
校
法
人
等
に
は
、
通
知

文
の
み
を
送
付
し
ま
す
の
で
、
承
認
を
受
け
た

様
式
で
、
期
限
ま
で
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、「
基
礎
届
書
」
が
送
付
さ
れ
た
学

校
法
人
等
は
、
今
年
度
の
定
時
決
定
を
電
算
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標
準
報
酬
月
額
は
、
資
格
取
得
時
に
決
定
さ
れ
た
後
、
毎
年
１
回
の
定
時
決
定
で
見
直
し

さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
次
の
よ
う
な
報
酬
の
増
減
が
あ
っ
た
場
合
は
標
準
報
酬
月
額
の
改
定

が
必
要
と
な
り
ま
す
。

標
準
報
酬
月
額
の
改
定

　

固
定
的
給
与
の
変
動
が
伴
う
大
幅
な
報
酬

の
増
減
が
あ
っ
た
場
合

◆
改
定
の
要
件

【
通
常
の
場
合
】

　

現
に
確
認
さ
れ
て
い
る
標
準
報
酬
月
額
に

比
べ
て
、
標
準
報
酬
の
月
額
表
で
２
等
級
以

上
の
増
減
に
該
当
し
た
場
合
は
、
標
準
報
酬

月
額
改
定
の
届
け
出
が
必
要
で
す
。

【
１
等
級
の
増
減
で
あ
っ
て
も
標
準
報
酬
月

額
改
定
の
届
け
出
が
必
要
な
場
合
】

　

標
準
報
酬
月
額
の
等
級
に
は
上
限
と
下
限

が
あ
り
、
昇
給
や
降
給
な
ど
に
よ
っ
て
報
酬

が
大
き
く
変
動
し
て
も
２
等
級
以
上
の
差
が

生
じ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

例
え
ば
、標
準
報
酬
が
第
45
級
の
場
合
は
、

第
46
級
が
上
限
で
あ
る
た
め
、
大
幅
な
報
酬

の
増
加
が
あ
っ
た
と
し
て
も
２
等
級
以
上
の

差
が
生
じ
た
こ
と
に
な
り
ま
せ
ん
。同
様
に
、

第
２
級
の
加
入
者
に
大
幅
な
報
酬
の
減
少
が

あ
っ
た
場
合
に
も
、
第
１
級
が
標
準
報
酬
の

下
限
で
あ
る
た
め
標
準
報
酬
月
額
の
改
定
に

該
当
し
な
い
こ
と
に
な
り
、
実
際
の
報
酬
の

動
き
が
標
準
報
酬
に
反
映
さ
れ
な
い
こ
と
に

な
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
場
合
は
、
標
準
報

酬
の
上
限
と
下
限
に
、
さ
ら
に
仮
定
の
等
級

と
し
て
第
47
級
の
「
１
４
１
万
５
０
０
０
円

以
上
」、
第
０
（
ゼ
ロ
）
級
の
「
○
万
○
○

○
○
円
未
満
」
を
設
定
し
ま
す
。
第
45
級
又

は
第
２
級
の
加
入
者
に
こ
の
仮
定
の
等
級
へ

の
増
減
が
あ
っ
た
場
合
は
、
大
幅
な
増
減
と

し
て
１
等
級
の
増
減
で
あ
っ
て
も
標
準
報
酬

月
額
改
定
の
届
け
出
が
必
要
で
す
。

◆
届
け
出
の
方
法

　
「
標
準
報
酬
月
額
改
定
届
書
」
に
、
増
減

し
た
月
か
ら
順
に
継
続
し
た
３
か
月
の
報
酬

と
そ
の
平
均
額
を
記
入
し
、
改
定
月
（
変
動

し
た
月
か
ら
４
か
月
目
）
の
10
日
ま
で
に
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。
４
か
月
目
か
ら
標
準
報

酬
月
額
及
び
掛
金
等
が
改
定
さ
れ
ま
す
。

退
職
後
、
引
き
続
き
再
雇
用
さ
れ
た
場
合

の
標
準
報
酬
月
額
の
改
定
（
即
時
改
定
）

　

60
歳
以
上
の
加
入
者
が
、
退
職
後
引
き
続

き
再
雇
用
さ
れ
、
次
の
要
件
の
す
べ
て
に
該

当
し
た
場
合
は
、
再
雇
用
月
よ
り
即
時
に
標

準
報
酬
月
額
を
改
定
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

◆
改
定
の
要
件

①
60
歳
以
上
の
加
入
者

標
準
報
酬
月
額
の
改
定
が
必
要
な
と
き
業
務
部 

資
格
課

②�

同
一
学
校
法
人
等
に
お
い
て
雇
用
契
約
上

一
旦
退
職
し
、
１
日
の
空
白
も
な
く
引
き

続
き
再
雇
用
さ
れ
る
こ
と

③�

当
該
再
雇
用
時
に
お
い
て
、
現
に
確
認
さ

れ
て
い
る
標
準
報
酬
月
額
と
比
べ
１
等
級

以
上
の
増
減
が
あ
る
こ
と

④�

本
人
が
標
準
報
酬
月
額
の
改
定
を
希
望
し

て
い
る
こ
と

　

な
お
、
①
～
④
の
要
件
を
満
た
さ
な
い
場

合
で
あ
っ
て
も
、
上
記
標
準
報
酬
月
額
の
改

定
に
該
当
す
る
場
合
は
、
届
け
出
が
必
要
で

す
。

◆
標
準
報
酬
月
額
の
改
定
月

　

再
雇
用
さ
れ
た
日
の
属
す
る
月
か
ら
標
準

報
酬
月
額
を
改
定
し
ま
す
。

◆
届
け
出
の
方
法

　
「
標
準
報
酬
月
額
改
定
届
書
（
即
時
改
定

用
）」
に
、
当
該
加
入
者
が
退
職
し
た
後
、

新
た
な
雇
用
契
約
を
結
ん
だ
こ
と
が
明
ら
か

に
で
き
る
書
類（
再
雇
用
契
約
書
の
写
し
等
）

を
添
付
の
う
え
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

産
休
・
育
休
等
終
了
後
の
標
準
報
酬

月
額
の
改
定

　

３
歳
未
満
の
子
を
養
育
す
る
加
入
者
が
、

産
前
・
産
後
休
業
や
育
児
休
業
等（
以
下「
産

休
・
育
休
等
」
と
い
い
ま
す
）
を
終
了
後
に

継
続
し
て
勤
務
し
、
次
の
要
件
の
す
べ
て
に

該
当
し
た
場
合
は
、
標
準
報
酬
月
額
を
改
定

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

◆
改
定
の
要
件

①�

産
休
・
育
休
等
を
終
了
し
た
日
に
お
い
て
、

当
該
休
業
等
に
よ
り
養
育
し
て
い
る
子
が

３
歳
に
達
し
て
い
な
い
こ
と

②�

職
場
復
帰
の
日
を
含
む
３
か
月
の
報
酬
の

平
均
が
、
現
に
確
認
さ
れ
て
い
る
標
準
報

酬
月
額
に
比
べ
１
等
級
以
上
の
増
減
が
あ

る
こ
と

③�

本
人
が
標
準
報
酬
月
額
の
改
定
を
希
望
し

て
い
る
こ
と

　

な
お
、
①
～
③
の
要
件
を
満
た
さ
な
い
場

合
で
あ
っ
て
も
、
上
記
標
準
報
酬
月
額
の
改

定
に
該
当
す
る
場
合
は
、
届
け
出
が
必
要
で

す
。

◆
標
準
報
酬
月
額
の
改
定
月

　

産
休
・
育
休
等
の
終
了
日
の
翌
日
の
属
す

る
月
か
ら
継
続
し
た
３
か
月
の
報
酬
の
平
均

額
を
報
酬
月
額
と
し
て
、
そ
の
翌
月
（
職
場

復
帰
し
た
月
か
ら
４
か
月
目
）
か
ら
標
準
報

酬
月
額
を
改
定
し
ま
す
。

　

た
だ
し
、
職
場
復
帰
が
月
途
中
で
、
報
酬

支
払
い
の
対
象
と
な
っ
た
日
数
が
17
日
未
満
で

あ
る
と
き
は
、
そ
の
翌
月
か
ら
継
続
し
た
２
か

月
の
報
酬
の
平
均
額
を
報
酬
月
額
と
し
ま
す
。

◆
届
け
出
の
方
法

　

加
入
者
が
職
場
復
帰
し
て
３
か
月
を
経

過
し
た
後
、「
標
準
報
酬
月
額
改
定
申
請
書

（
産
休
・
育
休
終
了
者
用
）」
を
速
や
か
に

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※�

産
休
・
育
休
等
終
了
後
の
標
準
報
酬
の
改

定
に
よ
り
標
準
報
酬
の
月
額
が
下
が
る
場

合
は
、「
養
育
期
間
標
準
報
酬
月
額
特
例

申
請
書
」
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
年

金
算
定
時
に
従
前
の
標
準
報
酬
の
月
額
が

保
障
さ
れ
ま
す
。



平成 2 8 年 6 月 1 日　第 2 2 2 号

12

共
済
業
務

　

加
入
者
（
65
歳
未
満
）
に
扶
養
さ
れ
て
い

る
配
偶
者
（
20
歳
以
上
60
歳
未
満
）
は
、
国

民
年
金
第
３
号
被
保
険
者
（
以
下
「
第
３
号
」

と
い
い
ま
す
）
に
該
当
し
ま
す
。
第
３
号
に

該
当
す
る
人
の
被
扶
養
者
認
定
申
請
の
手
続

き
を
行
う
場
合
は
、
同
時
に
「
国
民
年
金
第

３
号
被
保
険
者
資
格
取
得
・
種
別
変
更
・
種

別
確
認
（
３
号
該
当
）
届
」（
以
下
「
第
３
号

届
」
と
い
い
ま
す
）
も
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
被
扶
養
者
認
定
申
請
を
行
わ
な
い

場
合
（
配
偶
者
が
退
職
後
に
任
意
継
続
加
入

者
等
に
な
る
等
）
で
も
、
要
件
を
備
え
て
い

れ
ば
、
第
３
号
に
な
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

　

私
学
事
業
団
で
受
け
付
け
た
第
３
号
届

は
、
年
金
事
務
所
（
文
京
年
金
事
務
所
）
に

進
達
さ
れ
審
査
さ
れ
ま
す
。
こ
の
た
め
、
年

金
事
務
所
か
ら
学
校
法
人
等
へ
照
会
が
入
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
な
お
、
本
事
業
団
か
ら

年
金
事
務
所
へ
の
進
達
及
び
年
金
事
務
所
で

の
審
査
に
は
お
お
む
ね
２
～
３
か
月
の
処
理

時
間
を
要
し
ま
す
。

　

国
民
年
金
の
記
録
に
不
整
合
が
あ
る
と
、

将
来
の
年
金
に
も
影
響
し
ま
す
の
で
、
届
け

出
漏
れ
等
な
い
よ
う
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

◆
第
３
号
の
資
格
取
得
年
月
日

　

配
偶
者
が
被
扶
養
者
と
し
て
の
要
件
を
備

え
た
日
と
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
本
事
業
団

の
被
扶
養
者
認
定
年
月
日
と
第
３
号
資
格
取

得
年
月
日
が
異
な
る
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す

（
事
由
発
生
か
ら
30
日
を
経
過
し
発
信
日
か

ら
の
認
定
と
な
る
場
合
な
ど
）。
第
３
号
資

格
取
得
年
月
日
に
つ
い
て
ご
不
明
な
点
が
あ

り
ま
し
た
ら
、
最
寄
り
の
年
金
事
務
所
に
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

◆
外
国
人
の
ロ
ー
マ
字
氏
名
の
届
け
出

　

平
成
26
年
10
月
か
ら
外
国
人
の
年
金
記
録

の
適
正
な
管
理
の
た
め
、「
国
民
年
金
第
３

号
被
保
険
者
ロ
ー
マ
字
氏
名
届
」
の
提
出
が

制
度
化
さ
れ
ま
し
た
。
外
国
人
の
場
合
は
、

ロ
ー
マ
字
氏
名
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、「
第

３
号
届
」
に
添
付
し
て
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

◆
第
３
号
喪
失
に
か
か
る
手
続
き

　

被
扶
養
者
の
要
件
を
欠
く
こ
と
と
な
っ
た

場
合
、
第
３
号
の
資
格
も
喪
失
す
る
こ
と
と

な
り
ま
す
。
本
事
業
団
に
は
「
被
扶
養
者
取

消
申
請
書
」
を
ご
提
出
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、

死
亡
の
場
合
は
、
同
時
に
「
国
民
年
金
第
３

号
被
保
険
者
資
格
喪
失
・
死
亡
・
氏
名
・
生

年
月
日
・
性
別
変
更
（
訂
正
）
届
」
も
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

　

収
入
増
（
雇
用
保
険
受
給
開
始
を
含
み
ま

す
）
や
離
婚
等
で
取
り
消
し
と
な
っ
た
場
合

は
、
国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者
と
な
る
手

続
き
が
必
要
で
す
。
お
住
ま
い
の
市
（
区
）

役
所
で
お
手
続
き
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
就
職
（
国
民
年
金
第
２
号
被
保
険

者
に
該
当
）
の
場
合
、
就
職
先
で
社
会
保
険

の
取
得
手
続
き
を
す
る
と
第
３
号
の
喪
失
と

な
り
ま
す
。
こ
の
ケ
ー
ス
で
は
、
本
事
業
団

の
被
扶
養
者
取
消
の
手
続
き
漏
れ
に
注
意
し

て
く
だ
さ
い
。

国
民
年
金
第
３
号
被
保
険
者

に
か
か
る
手
続
き

業
務
部 

資
格
課

　「団体信用生命保険制度」（以下「団信」といいます）とは、住宅貸付を借り受けている加入者が、償還途中に死亡又は所定の高度障

害状態になった場合、生命保険会社から私学事業団に支払われる保険金が貸付金残高の弁済に充当される制度で、任意加入です。

●残された家族を守るためにぜひご加入ください。

長期にわたる償還途中で、いつ事故や病気が襲ってくるかわかりません。団信加入により住宅貸付の貸付金残高は保険金を

もって完済になるため、不幸があった中でも家族にとっては大きな安心につながります。

●団信制度の加入は完済するまで継続してください。

団信制度から一旦脱退すると再度加入はできません。加入を継続することが重要です。

●住宅貸付を申し込む際には、団信への加入について必ずご家族と相談してください。

※毎月の保険料充当金は「貸付金額×3.48 円／1 万円」となります。例えば、貸付金額500万円の場合、毎月、償還金の他に保険料充当金が1,740円かかります。

※加入に当たっては現在の健康状態について告知書の提出が必要となります（生命保険会社の承諾が得られた場合に加入となります）。

突然の事故で…

突然の交通事故で加入者が死亡。住宅貸付

以外に教育貸付も借り入れており、教育貸付

は退職金で返済。住宅貸付は団信保険に加

入していたため、団信保険金で完済。残され

た妻や子には、とりあえず生活の基盤となる住

宅を残すことができた。

高度障害も対象

脳梗塞により重度の脳機能後遺障害が残った。

団信保険金の請求をしたところ、高度障害に

該当し、高度障害該当日に遡って団信保険金

が支払われ、該当日以降の償還金も返戻され

た。

団信に加入していなかったために…

住宅貸付の償還途中に胃がんで加入者が死亡。

団信に未加入であったために、加入者の退職

金を住宅貸付の返済に充てたが、残された妻

はパート収入しかなく、今後の生活のために自

宅を売却した。

にご加入ください万一の場合に備えて団体信用生命保険制度

事例１ 事例２ 事例３

福祉部  貸付課
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●対象者
　人間ドック受診日において、満35歳以上の加入者（任意継
続加入者を含みます）及び被扶養者並びに75歳以上で引き続き
勤務している教職員（被扶養者を除きます）

●補助対象となる人間ドック
　私学事業団で定めた基準検査項目表（右表）の検査をすべて
実施した場合にのみ対象となります。検査項目が不足している
と補助の対象となりませんので、検査項目漏れのないようにあ
らかじめ健診施設に確認のうえ利用してください。
　なお、健康診断及び学校法人等が福利厚生の一環として行う
健康管理などは、学校法人等に対する補助事業ではないため補
助の対象にはなりません。
※契約健診施設（私学共済ブック2016〔保健・宿泊編〕18頁
～参照）以外でも基準検査項目を満たす人間ドックであれ
ば、補助の対象となります。

●補助金
　消費税を除く利用料金の50%相当額を補助金として支給し
ます。ただし、補助限度額は25,000円となります。

●請求方法

〔注1〕�領収証明を受けられない場合は、領収書（原本）を添付してください。
〔注2〕�任意継続加入者は直接私学事業団へ提出してください。補助金は任意

継続申出時の登録ロ座に原則１か月半から２か月で送金します。

基準検査項目表
区分

検査項目
日 帰 り の
人 間 ド ッ ク

１泊２日以上の
人 間 ド ッ ク

既往歴の調査及び質問票 ○※1 ○※1
自覚・他覚病状の検査 ○ ○

身
体
計
測

身 長 ○ ○
体 重 ○ ○
Ｂ Ｍ Ｉ ○ ○
腹 囲 ○ ○

生　
　

理

血 圧 ○ ○
標準12誘導心電図 ○※2 ○※2
眼 底 検 査 ○ ○
眼 圧 検 査 ○ ○
視 力 検 査 ○ ○
肺 機 能 検 査 ○※3 ○※3

Ｘ
線
他

胸 部 Ｘ 線 ○※4 ○※4
胃 Ｘ 線 ○※5 ○※5
腹 部 超 音 波 ○※6 ○※6

生　
　

化　
　

学

総 蛋 白 ○ ○
A ／ G ○ ○
ア ル ブ ミ ン ○ ○
ク レ ア チ ニ ン ○ ○
尿 酸 ○ ○
総コレステロール ○ ○
HDL-コレステロール ○ ○
LDL-コレステロール ○ ○
中 性 脂 肪 ○ ○
総ビリルビン又は
尿 ビ リ ル ビ ン ○ ○

Ｇ Ｏ Ｔ ○ ○
Ｇ Ｐ Ｔ ○ ○
γ - Ｇ Ｔ Ｐ ○ ○
Ａ Ｌ - Ｐ ○ ○

血 糖 ○
（空腹時）

○
（負荷）※7

Ｈ ｂ Ａ １ ｃ ○ ○

血　

液　

学

赤 血 球 ○ ○
白 血 球 ○ ○
血 色 素 ○ ○
ヘ マ ト ク リ ッ ト ○ ○
血 小 板 数 ○ ○
Ｍ Ｃ Ｖ ○ ○
Ｍ Ｃ Ｈ ○ ○
Ｍ Ｃ Ｈ Ｃ ○ ○

血
清
学

Ｃ Ｒ Ｐ ○ ○
血液型（ABO、Rh）○初回のみ必須 ○初回のみ必須
Ｈ Ｂ ｓ 抗 原 ○ ○

尿

蛋 白 半 定 量 ○ ○
尿 糖 ○ ○
潜 血 ○ ○
沈 渣 ○※8 ○※8
比 重 ○ ○

便 潜 血 ○※9 ○※9
※1　�既往歴の調査及び質問票（特定健康診査における「標準的な質問票」

による服薬歴及び喫煙習慣の状況等にかかる22項目の調査）
※2　負荷試験は任意で実施
※3　努力性肺活量１秒量
※4　フィルム大角２枚　２方向（胸部CT可・デジタル画像可）
※5　�胃X-P�４F８枚以上（分割を含む。デジタル画像可）
　　�発泡剤、鎮痙剤、下剤の使用は任意。胃カメラ可。鎮静剤は補助対

象外
※6　�検査対象臓器は胆のう・肝臓（脾臓を含む）・膵臓・腎臓とする。ただし、

膵臓検出できないときはその旨記載すること
※7　�血糖３回、75gブドウ糖負荷試験を実施。明らかに糖尿病と判明して

いる場合は省略し、「空腹時血糖」、「尿糖」及び「HbA1c」で可
※8　蛋白、潜血反応が陰性であれば省略可
※9　免疫法で実施。２回法が望ましい

①
人間ドックを利用し、
窓ロで費用を自己負担
（「加入者証」などを提
示）

②
「人間ドック利用補助
金請求書」に領収証明
を受ける（領収証明書
の内訳欄に消費税額の
記入が必要）〔注1〕

③
「人間ドック利用補助
金請求書」提出〔注2〕

⑥
補助金受給

④
請求書に学校法人等
代表者印を押印し提出

⑤
送金

　自己負担により人間ドックを利用した場合、年度内
１回に限り補助金を支給します。

人 間 ド ッ ク 利 用 費 用 の 補 助

　学校法人等の実施する健康診断等を受けることができずに、
人間ドックの検査結果を特定健康診査の実施に代える場合につ
いては、人間ドック利用補助金を請求する際に、「人間ドック利
用補助金請求書」、「特定健康診査受診結果票」、「標準的な質問
票（22項目）」を併せて提出してください。
　※�上記請求書等は私学共済ホームページ〔様式用紙等のダウン
ロード〕からダウンロードできます。

健　診　施　設

加　入　者・被　扶　養　者

学　校　法　人　等

私　学　事　業　団

福祉部 保健課



４日（月） 貸付 �送金
６日（水） 貸付 �６月分定期償還期限
８日（金） 貯金 �払込期限（必着）
11日（月） 資格 �「標準報酬基礎届書」提出期限
15日（金） 貸付 �８月２日送金申し込み・任意償還申出締め切り

１日（水） 積立共済年金・共済定期保険 �前期加入申し込み開始
２日（木） 貸付 �送金
６日（月） 貸付 �５月分定期償還期限

10日（金） 貯金 �払込期限（必着）
生涯生活設計セミナー �申し込み締め切り

15日（水） 貸付 �７月４日送金申し込み・任意償還申出締め切り
20日（月） 貯金 �送金
22日（水） 貸付 �送金

24日（金） 貯金 �払戻・解約請求締め切り
積立共済年金 �脱退申出等締め切り

28日（火） 掛金等 �５月分掛金等口座振替（自振校のみ）
貸付 �６月分定期償還口座振替（自振校のみ）

30日（木）
掛金等 �５月分納期限
貸付 �７月22日送金申し込み締め切り
積立共済年金・共済定期保険 �前期加入申し込み締め切り

共済事業本部
〒113 - 8441　東京都文京区湯島1-7-5
☎03（3813）5321（代表）
電話照会の際は、学校記号番号、加入者番号が
確認できるものをお手元にご用意ください。

共済業務

月の共済業務スケジュール６

月の共済業務スケジュール７

賞与等支給報告書の提出はお済みですか

　賞与等支給報告書は、登録されている賞与等支給予定
月の前月に学校法人等へ送付（磁気媒体及び電算用紙に
よる報告を登録した学校法人等を除く）します。
　賞与等を支給した日（同月内に賞与等の支給が複数回
あった場合は最後に支給した日）から５日以内に提出し
てください。
　賞与掛金は、６月24日（金）受付分までは、６月分の
掛金で調定する予定です。

〔賞与等支給報告の注意点〕
・�賞与等の支給がない場合は、提出の必要はありません。
・�賞与等支給報告書に記載されている加入者で、賞与等
の支給のない人がいる場合は、該当加入者番号から賞
与区分までを二重線で抹消してください（抹消せず、
０円や空欄で報告された場合は、「未確認連絡書」を
送付します）。
・�記入に際しては、私学共済ホームページ〔様式用紙等
のダウンロード〕の記入例を参照してください。
・�支給年月や賞与等区分の記入漏れにご注意ください。
・�磁気媒体や電算用紙で報告する場合は、提出前に加入
者番号と生年月日を確認してください。
・�電算用紙による申請は、事前の承認が必要です。
� 【業務部　資格課】

「レター」７月号等の送付
平成28年版「事務の手引」は８月発行です

　加入者向広報「レター」７月号等を６月下旬に学校法
人等宛てに送付します。送付対象者は、５月末現在の加
入者です（後期高齢者医療制度の被保険者となった人を
含みます）。不足の場合は、広報班まで連絡してくださ
い。
　また、平成27年10月に実施された被用者年金制度の一
元化に伴い、事務の取り扱い等が変更となりましたので、
平成28年版「事務の手引」は８月下旬に発送する予定
です。
� 【広報相談センター　広報班】

生涯生活設計セミナーの申し込み締め切り

　生涯生活設計セミナー（加入者とその配偶者を対象）
の申し込みは６月10日（金）必着です。希望する人がい
ましたら早めにお申し込みくださるよう周知をお願いし
ます。� 【福祉部　保健課】

積立共済年金と共済定期保険の
前期加入申し込み締め切り

　前期加入申し込みは６月30日（木）必着です。
〔積立共済年金〕
　新規加入のほかに、既加入者の他コースへの加入や口数
変更（増口・減口）・中途一時払の申し込みも受け付けます。

〔共済定期保険〕
　「家族年金コース」（「医療保障コース」の同時加入可）
及び「学校加入コース」の新規加入申し込みのみ受け付
けます。なお、他コースの新規加入、既加入者の加入内
容の変更及び脱退は、後期加入申込期間（11月）での取
り扱いとなります。� 【福祉部　保健課】
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私学事業団ホームページ　http://www.shigaku.go.jp/
助成業務　http://www.shigaku.go.jp/s_home.htm
共済業務　http://www.shigakukyosai.jp/（私学共済ホームページ）



学術研究振興基金寄付者芳名

　このたび、学術研究振興基金に対し、
　【法人】　一般社団法人　日本工業倶楽部　様
　【個人】　久下　眞一様
からご寄付をいただきました。
　当基金へのご協力に心から御礼を申し上げます。
　当基金は、私立大学等の学術研究に助成を行うことを
目的として設立されたもので、私学事業団が広く一般か
ら受け入れた寄付金を基金として運用し、その運用益を
「学術研究振興資金」として、優れた学術研究に対し交
付しています。
　昭和50年に当基金が創設されて以来、皆様から格別の
ご理解とご支援を賜り、おかげさまで、平成28年５月末
現在の基金保有額は54億1,475万円、資金交付累計額は
76億658万円となりました。
　本事業団では、当基金をさらに充実させ、私立学校の
発展に貢献してまいりたいと考えております。今後と
も、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

� 【助成部　寄付金課】
　　　　　　　　　　　☎03（3230）7316～7319
� Eメール　kifukin@shigaku.go.jp

クールビズを実施しています
　私学事業団では、例年、政府が推進する「地球温暖化防止」等の施策への対応としてクールビズを実施していま

す。今年も昨年同様に節電のため、５月１日～９月30日までの間、冷房温度の調節を行い、軽装での執務を実施

しています。ご理解をお願いいたします。

学校法人基礎調査票提出のお願い

　学校法人基礎調査については、インターネットを利用
した「基礎調査票 e－マネージャ」による作成・提出を
お願いしています。
■提出締め切り　６月30日（木）
　○〔�文部科学大臣所轄法人（大学・短期大学・高等

専門学校法人用）〕
　　　→土地・建物面積等、財務関係等
　○〔�知事所轄法人（高等学校・中等教育学校・中学

校・義務教育学校・小学校法人用）〕
　　　→学校法人の概要、人数、財務関係等全帳票
■添付書類
　学校法人基礎調査の提出に際しては、添付書類とし
て「平成27年度決算関係書類（計算書類及び附属明細表
（写））」を文部科学大臣・知事所轄法人ともに私学情報
室まで郵送にてご提出ください。
　また、文部科学大臣所轄法人については、「独立監査
人の監査報告書（写）」及び「収益事業の計算書類（写）」
も併せてご提出ください。すでに補助金課に提出してい
る場合であっても、別途ご提出をお願いします。
※�「基礎調査票 e－マネージャ」は、原則終日ご利用い
ただけます。
　�　なお、システムメンテナンス等により e－マネージャ
を休止する場合は、別途学校法人ポータルサイトにて
お知らせします。
　�　詳しくは、平成28年度学校法人基礎調査票 e－マネー
ジャ「操作マニュアル・入力要領」をご参照ください。

� 【私学経営情報センター　私学情報室】
　　　　　　　　　☎03（3230）7840～7843
　　　　　　　　　Eメール　k-chousa@shigaku.go.jp

私学振興事業本部
〒102 - 8145　東京都千代田区富士見1-10-12
☎03（3230）1321（代表）

助成業務

平成 2 8 年 6 月 1 日　第 2 2 2 号

15

（「月報私学」はホームページにも掲載しています）INFORMATION
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（禁無断転載）　

融資事業の ご 案 内

宿泊施設の ご 案 内 私学共済ホームページから宿泊予約ができます。
h t t p : / / w w w . s h i g a k u k y o s a i . j p /

対象となる主な施設や事業と融資金利は次のとおりです。

　私学事業団融資は、長期借入・
固定金利・元金据置（最大２年間）・
元金均等償還です。

校舎、園舎等の施設の建築
（改修も含みます）

校地、園地の購入

機器備品の購入

融資部　融資課　☎03（3230）7862～7867
Ｅメール　yushi＠shigaku.go.jp

問い合わせ先
（私学振興事業本部）

■融資金利表（平成28年６月１日現在）

融資費目
返済期間

20年以内
（うち据置２年）

10年以内
（据置年数含む）

６年以内
（据置年数含む）

【一般施設費】
　　�校（園）舎、体育館、講堂、遊戯室

等の建築事業等並びに校（園）地の
買収事業等

年％ 年％ 年％

0.4 0.4 0.5

【特別施設費】
　　�寄宿舎、国際交流会館、セミナー

ハウス等の建築事業並びに当該施
設建築のための土地買収事業等

0.5 0.5 ―

【教育環境整備費】
　　�校教具（幼稚園、特別支援学校、

専修学校が対象）、通園バス、大
型設備・情報技術整備等の購入

― 0.4
5年6か月以内
（うち据置6か月）

0.4
※融資金利は毎月の金利情勢により変更することがあります。
※上記費目以外にも災害復旧事業、公害対策事業等が対象となります。

〒532-0004　大阪市淀川区西宮原1-3-35　☎06（6396）6211（代表）
（JR ｢新大阪｣駅下車、徒歩10分。※無料シャトルバスあり）
http://www.hotelgp-osaka.com/

真田幸村終焉の地　安居神社

かつて「真田丸」が築かれた三光神社

大阪城

１泊２食温泉チケット付とくとくプラン

１泊２食（２名１室／１名様）9,300円
　ご夕食は、庭園の見える落ち着いた雰囲気の和食堂「花綴」
で味わうお造り、煮物、焼き物等計７品の季節御膳と、洋食レ
ストラン「シーズン」にてシェフおすすめディナーコースのい
ずれかをお選びください。
　さらにホテル目の前の温泉施設「ひなたの湯」の温泉入浴券が付いています。
　取扱期間：通年（年末年始を除きます）
　この夏、「真田丸」の主人公真田幸村と大坂の陣を巡る旅はいかがでしょう。


